
太陽光、風
力、ﾊﾞｲｵﾏ
ｽ・廃棄物 

 再エネ構成比率の上昇は、電力コスト上昇（主に賦課金総額の増
加等）につながる。特に太陽光は国民負担の増加が既に顕在化し
弊害が莫大であることから、エネ庁が示した導入量の試算よりも低
い水準に抑制することが望ましく、ＦＩＴ見直しが絶対条件 

４割 
程度 

LNG､石油等 
 太陽光等の比率から差し引きすると、ＬＮＧや石油は震災前よりも低
い水準に抑えることが可能であり、温室効果ガス排出削減に寄与 

中長期的なエネルギーミックス策定に向けた基本的考え方〔概要〕 
平成27年４月16日 

○ 平成２４年７月以降、合計７０回以上の説明会を各地で開催 

○ 丁寧なプロセスで進め、全国の会員企業のコンセンサスを形成 

○ 適時、会員企業への調査やヒアリングを実施 

○ 震災以後に顕在化したエネルギー問題は未だ解決されていない 

 ⇒原子力発電所の長期稼働停止による化石燃料輸入増 

 ⇒電力多消費産業をはじめ、中小企業を悩ます電力コスト上昇 など 

平成25年10月および
12月にエネルギー基

本計画に対する要望を
取りまとめ 

１．基本的な考え方について 

（１）安価で安定的なエネルギー供給が経済成長の前提条件 

○エネルギー政策の原点である「Ｓ＋３Ｅ」の実現が、事業拠点
を国内に留め、わが国の更なる経済成長を実現 

○企業では、将来のエネルギー政策に対する予見可能性が、
今後の事業を営む上で不可欠 

○「Ｓ＋３Ｅ」の観点から、実現性のあるバランスの取れたエネル
ギーミックスの策定が必要 

（２）東日本大震災以後の電力コスト上昇の影響は甚大 

○電力コストは、震災前に比べ、産業用
は約３割、家庭用は約２割も高騰 

○中小企業、とりわけ電力多消費の中小
企業による電力コスト負担は限界 

○電力コスト上昇が中小企業の収益改善
や地域経済の回復の大きな足枷に 

（３）電力コスト上昇に一刻も早く歯止めを （早急に震災以前の水準に戻し、更なる電力コスト抑制を図る） 

出典：「商工会議所LOBO（早期景気観測）調査」（H26.8） 

(iii)全く転嫁
できていない

33.0％

(i)すべて転嫁
できている

7.8％

＜販売価格への転嫁状況＞

(ii)+(iii) 92.2％

(ii)一部しか転嫁できていない
59.2％

出   典：日商「電力コスト上昇の負担限界に関する全国調査」（H27.1公表） 
調査期間：H26.11.25～12.10 
調査対象：全国商工会議所の会員企業 
回 答 数 ：335社（92.5％は中小企業基本法上の中小企業・小規模企業） 

（１）「Ｓ＋３Ｅ」の観点によりベースロード電源は「６割程度」の確保を 

水力、地熱 
 ベースロード電源として積極的に導入すべき 

 資源エネルギー庁が公表している2030年時点における導入見込量
の「10％程度」が実現可能な比率 

６割 
程度 原子力 

 安全が確認された原子炉は40年を超えて最大60年まで稼動させる
ことに加え、少なくとも建設中の原子力発電所の運転開始等によっ
て、2030年時点における比率は「25％程度」とすべき 

石炭 
 発電効率向上や温室効果ガス排出削減への取り組みを進めるため、
震災前の水準である「25％程度」に留めるべき 

（３）ゼロエミッション電源の震災前水準の確保を 

○地球温暖化対策としての温室効果ガス排出削減につながるゼロ
エミッションについて、震災前（約38％）を上回る水準を目指す 

○左記の電源構成比率により、「原子力」と「再生可能エネルギー」
に比率を積み上げると、ゼロエミッション比率は「約４割」となり、
震災前以上の水準を確保可能 

○エネルギー政策は、客観的な情報と十分な議論を踏まえて、政治
が責任を持って判断すべき極めて重要な国家の基幹政策 

○しかしながら、実態として、現行のFITが今後十数年間にわたって
賦課金総額が上昇し続ける仕組みであることなど、わが国のエネ
ルギー政策について国民への理解浸透や周知が不十分 

○政府においては、「Ｓ＋３Ｅ」の観点から国内外の現状を踏まえ、幅
広い意見を集約して積み重ねてきた検討内容や諸課題の解決の
ための取組内容について、明確にデータに基づいた説明を行い、
国民理解を促進すべき 

（図１）電力コスト上昇分の販売価格への転嫁状況 （図２）電力コスト上昇に伴う負担は限界 

○賦課金や系統対策費用等の国民負担の増大が過重なものとならないよう、「再生可能エネルギー固定価格買取制度」の 
早期抜本的見直しが必要（⇒賦課金額・導入量（特に非住宅太陽光）への上限設定 など） 

○安全が確認された原子力発電の順次速やかな運転再開による電力の低廉・安定供給の早期回復が必要（⇒40年運転制限制における運転延長許可制度の最大活
用、建設中の原子力発電所の運転開始等、安全を担う人材・技術の維持・向上、原子力規制委員会における審査の迅速化 など） 

○ FIT見直し、原子力発
電の運転再開を踏まえ
た再エネ導入が前提 

○企業の側も省エネの取
組みを更に前進 

○安価で安定的なエネル
ギー供給を実現するた
め、発電コストが低廉で
昼夜を問わず安定的に
稼動できる「ベースロー
ド電源」を、震災前の水
準であり、かつ国際的
にも遜色のない「６割程
度」を確保 

○「Ｓ＋３Ｅ」の観点から、
実現性のあるバランス
の取れたエネルギー
ミックスを目指すべき 

３．エネルギー政策に対する国民理解の促進 

２．中長期的なエネルギーミックスの策定について 

現 状 認 識 エネルギー問題に関する商工会議所の取り組み 

１ 

（２）残り４割のミドル電源・ピーク電源等も「Ｓ＋３Ｅ」の観点で 

総合資源エネルギー調査会 

長期エネルギー需給見通し小委員会 

（第７回会合） 
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（参考①）中小企業の声 

（参考②）中小企業のコスト増加の状況 
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事業の撤退 ○電力コストは既に1.3倍以上。一部製品は不採算化。さらに経費がかさみ収益性が悪化して事業として成立しないのであれば、業務の撤退をせざるを得な
い。（製造業） 

節電は限界 ○２年前と比較して35％の電力単価アップに対して、約13％の節電でカバーするも、既に400万円以上のコストアップ。自助努力は限界。（製造業） 

○電灯のLED化、省エネエアコンへの切り替え等により節電しているが、これ以上の節電は費用面でも営業面でも不可能。 （サービス業） 

設備投資や 
雇用への悪影響 

○ユーザーの皆様に価格転嫁をお願いするが、受け入れられない場合は従業員の一部を解雇する。（製造業） 

○シフト調整等を通じて正社員の抑制・パート比率の上昇を行い、人員・人件費の削減を図る。（小売業） 

価格転嫁は困難 ○販売価格への転嫁は難しく、減益につながり、雇用にも影響を及ぼす。モノづくり企業としては死活問題。（製造業） 

○同業他社の集積地が値上げのない県に存在するため、価格転嫁をすると仕事を失うことになる。（製造業） 

（注）日商「電力コスト上昇の負担限界に関す
る全国調査」（平成27年１月公表）の結
果を元に事務局でシミュレーション 

出典：日商「電力コスト上昇の負担限界に関する全国調査」（平成27年１月公表）から抜粋 

※印）電力使用量平均（年間約240万kWh）は、 
    中規模工場（例えば「従業員50名弱の 
    鋳物工場」）のレベル 

※ 

平成27年４月16日 
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